
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＲ東海労は 11 月 9 日、第 3 回交渉を開催

し、「３．５カ月」の要求に対して、「２．９５カ

月」の回答が示されたが、中間決算で多くの利益

を計上したことは、組合員の努力の結果であり、

その場で再申し入れをおこないました。 

ＪＲ総連通信 
２０２３年１１月１０日 №１６８９ 

 
  

全日本鉄道労働組合総連合会（ＪＲ総連） http://www.jr-souren.com 

再申し入れの内容 
 今回の年末手当の回答を撤回し、ＪＲ東海労の要求通り、年
末手当は基準内賃金と補償措置額の３．５カ月分とし、プラス
一人１０万円を支給すること。さらに、専任社員にはプラス５
万円を支給すること。 
 


